
             

川崎市市街地再開発事業補助金等交付要綱 

 
平成 18年 8月 4日 

市 長 決 裁  

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、川崎市内において都市再開発法（昭和４４年法律第３８号。以下「法」

という。）に基づく市街地再開発事業の施行者に対し、予算の範囲内において、補助金

及び分担金（以下「補助金等」という。）並びに負担金を交付することについて、必要

な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところに

よる。 

(1) 市街地再開発事業 

法第２条第１号に規定する市街地再開発事業をいう。 

(2) 施行者 

次のいずれかに該当する者とする。 

ア 法第２条の２第１項に基づき市街地再開発事業の施行ができる者（以下「個人施

行者」という。） 

イ 法第２条の２第２項に基づき市街地再開発事業の施行ができる市街地再開発組合

（以下「組合」という。） 

ウ 法第２条の２第３項に基づき市街地再開発事業の施行ができる株式会社（以下「再

開発会社」という。） 

エ 法第２条の２第５項に基づき市街地再開発事業の施行ができる都市再生機構（以

下「機構」という。） 

オ 法第２条の２第６項に基づき市街地再開発事業の施行ができる地方住宅供給公社

（以下「公社」という。） 

カ 市街地再開発事業の施行のための準備組織で施行が予定されている地区内の土地

について所有権又は借地権を有する者の３分の２以上が参加している組織（以下

「再開発準備組織」という。） 

キ 市街地再開発事業の準備段階から施設建築物完成後の管理・運営に至るまで一貫

して行う第３セクター（以下「ＴＭＣ」という。） 

ク 法第９９条の２第１項又は法第１１８条の２８第１項の規定により施設建築物の

建築を行う者（以下「特定建築者」という。） 

(3) 補助金等 

市街地再開発事業の施行者に対して交付する、法第１２２条第１項の規定による補助

金又は法第１２０条第１項の規定による分担金をいう。 

(4) 負担金 

 法第１２１条第１項の規定による公共施設管理者負担金及び市街地再開発事業に附

帯して市が依頼する公共施設等の整備に要する費用をいう。 

(5) 補助要領等 

「市街地再開発事業等補助要領」（昭和６２年５月２０日付け建設省住街発第４７号）、

「市街地再開発事業費補助（一般会計）交付要綱」（昭和４９年６月５日付け建設省

都再発第７７号）及び「社会資本整備総合交付金交付要綱」（平成２２年３月２６日

付け国官会第２３１７号）をいう。 

 



（補助金等の交付） 

第３条 市長は、施行者（都市再開発法施行令（昭和４４年８月２６日政令第２３２号。

以下「施行令」という。）第４７条の２で定める施行者を除く。）に対し、予算の範囲

内において、市街地再開発事業に要する費用を補助金等として交付することができる。

ただし、次に該当する者は補助金等の交付対象としない。 

 (1) 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定す

る暴力団員をいう。） 

 (2) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する

暴力団をいう。） 

 (3) 法人にあっては、代表者又は役員のうちに暴力団員に該当があるもの 

(4) 法人格を持たない団体にあっては、代表者が暴力団員に該当するもの 

２ 市長は、前項各号に掲げる条件のほか、施行者による補助金等の交付対象となる事業

（以下「補助事業」という。）に係る工事の発注又は物品若しくは役務の調達等（以下

「工事の発注等」という。）に関し、市内中小企業者（川崎市補助金等の交付に関する

規則（平成１３年３月２１日規則第７号）第５条第２項にいう中小企業者。以下同じ。）

の受注の機会の増大を図るために、次に掲げる条件を付するものとする。 

(1) 補助金等の交付決定額が１，０００，０００円を超え、かつ施行者が補助事業に係

る工事の発注等を行う場合において、次のいずれかに該当するときは、市内中小企業

者により入札を行い、又は２者以上の市内中小企業者から見積書の徴収を行わなけれ

ばならないこと。ただし、市長が契約の性質上これらの方法により難いと認める場合

又はその必要がないと認める場合は、この限りでない。 

ア １件の金額が１，０００，０００円を超えるとき。 

イ その他市長が必要と認めるとき。 

(2) その他市長が必要と認める条件 

 

（補助金等の対象及び限度額） 

第４条 補助事業は、市街地整備に関するもので、次に掲げるものとする。ただし、再開

発準備組織及びＴＭＣ（ＴＭＣの場合は、再開発準備組織から個人施行者になることの

同意を得ている者又は市街地再開発組合の組合員となることが確実な者に限る。）にお

いては、（１）に掲げるもののうち事業計画作成に要する費用に限る。 

(1) 調査設計計画 

(2) 土地整備 

(3) 共同施設整備 

(4) 建築物の防災性能の強化に要する費用 

２ 市街地再開発事業促進区域においては、市街地再開発事業の都市計画が定められる前

であっても、「都市再開発支援事業制度要綱」（平成１７年３月３１日付け国都市第５

６６号）第７の(1)のうち、計画コーディネート業務の計画立案・調整に要する費用及び

街区整備計画の策定に要する費用を補助することができる。 

３ 第１項及び第２項に規定する補助事業に対する補助金等の限度額は、「市街地再開発
事業費等補助要領」（昭和６２年５月２０日付け建設省住街発第４７号）及び「市街地
再開発事業費補助（一般会計）交付要綱」（昭和４９年６月５日付け建設省都再発第７
７号）に準じて算出した額を限度とする。 

４ 前項の規定にかかわらず、市街地再開発事業促進区域における、法第１２１条の規定

による公共施設の整備に関する第２項の費用は、予算の範囲内で全額補助することがで

きる。 

 

 



（負担金の支出） 

第５条 市長は、施行者（施行令第４７条の２で定める施行者を除く。）に対して、予算

の範囲内において次の各号に掲げる費用の全部又は一部を負担金として支出することが

できる。ただし、前条各項に規定する補助事業の補助金等として交付することとなる補

助金相当分を除く。 

(1) 測量・試験費 

(2) 用地費 

(3) 補償費 

(4) 除却整地費 

(5) 工事費 

２ 負担金の範囲及び限度額は、その都度、市長が定める。 

３ 第３条第２項の規定は、第１項の負担金を支出する場合に準用する。この場合におい

て、同項中「補助事業」 とあるのは、「負担金の交付対象となる事業」と、「補助金等」 

とあるのは、「負担金」と読み替えるものとする。 

 

（負担金の交付手続） 

第６条 施行者は、負担金の交付を受けようとする場合は、協議の上、あらかじめ市長に

「市街地再開発事業に伴う公共施設等整備計画書」（第１３号様式）（以下「整備計画

書」という。）を提出しなければならない。ただし、前条第１項第１号のうち、整備計

画書作成に要する費用のみの交付については、市と施行者との間で当該年度における協

定を締結するものとする。 

２ 市長は、提出された整備計画書の内容を審査の上、その適否を決定し「市街地再開発

事業に伴う公共施設等整備計画承認通知書」（第１４号様式）により、施行者に通知す

るものとする。 

３ 市と施行者は、整備計画書に基づき市が負担する費用の額及び負担の方法等について、

年度ごとに協定を締結するものとする。 

４ 施行者は、整備計画書の内容に著しい変更が生じた場合は、第１項から第３項の規定

を準用し整備計画書の変更手続きを行うものとする。 

５ 第１項から第４項の手続きをもって、法第１２１条第２項に規定する負担金の承認又

は協議がなされたものとする。 

 

（負担金交付箇所の整備基準及び帰属手続き） 

第７条 施行者は、負担金を受けて整備を行う公共施設等の整備基準、仕様及び工期等に

ついて、市長の指示に従って事業を実施しなければならない。また、市への財産帰属手

続き及び管理等の所管換えについても市長の指示により実施しなければならない。 

２ 市長は事業の適正な実施を確保するため、施行者に対して、事業に関する報告及び資

料提出を求め、また、立ち入り調査をすることができ、必要な措置を命ずることができ

る。 

 

 （補助金等の交付申請） 

第８条 施行者は補助金等の交付を受けようとするときは、「市街地再開発事業補助金等

交付申請書」（第１号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の補助金等交付申請書には、補助要領等に定められた図書等を添付しなければな

らない。 

 

（補助金等の交付の決定） 

第９条 市長は、前条第１項の規定による補助金等交付申請書を受理した場合、当該申請



書の内容等を審査し適当と認めたときは、補助金等の交付を決定し「市街地再開発事業

補助金等交付決定通知書」（第２号様式）により、補助金等の交付申請をしたものに通

知するものとする。 

２ 市長は、前項の交付決定にあたり、必要な限度において条件を付すことができる。 

  

（補助金等の交付の方法） 

第１０条 市長は、前条第１項の規定による通知の後、補助金等を交付するものとする。 

２ 施行者は、前項の規定により補助金等の交付を受けようとするときは「市街地再開発

事業補助金等交付請求書」（第３号様式）を市長に提出しなければならない。 

 

（事業内容の変更等） 

第１１条 施行者は、第９条第１項の交付決定後において補助事業の内容を変更しようと

する場合において、補助金等の額に変更を生じないときは、「市街地再開発事業の事業

内容変更承認申請書」（第４号様式）を、補助金等の額に変更を生じるときは、「市街

地再開発事業補助金等交付変更申請書」（第５号様式）をすみやかに市長に提出し、承

認を受けなければならない。この場合における取扱いは、第８条及び第９条の規定を準

用する。 

２ 施行者は、補助事業の経費の配分の変更をしようとするときは、「市街地再開発事業

補助金等経費の配分変更承認申請書」（第６号様式）を、すみやかに市長に提出し、承

認を受けなければならない。 

 

（事業の中止又は廃止） 

第１２条 施行者は、第９条第１項の交付決定後において事業を中止又は廃止しようとす

るときは、「市街地再開発事業中止・廃止承認申請書」（第７号様式）をすみやかに市

長に提出し、承認を受けなければならない。 

  

（事業の完了期日の変更） 

第１３条 施行者は、補助事業が交付決定通知に付された期日までに完了しないときは、

「市街地再開発事業完了期日変更報告書」（第８号様式）をすみやかに市長に提出し、

指示を受けなければならない。 

２ 施行者は、補助事業の遂行が困難となった場合は、すみやかに市長に報告し指示を受

けなければならない。 

 

（事業の遂行状況報告書） 

第１４条 施行者は、毎会計年度四半期（第４四半期を除く）ごとに当該事業の遂行状況

を、当該期間経過後３日以内に「市街地再開発事業遂行状況報告書」（第９号様式）に

より市長に報告しなければならない。 

２ 市長は、補助事業の適切な運用を期するため必要に応じて、施行者から補助事業の遂

行状況の報告を求め、又は調査をすることができる。 

 

（事業の報告書等） 

第１５条 施行者は、補助事業が完了したときは、次に掲げる書類を市長に提出しなけれ

ばならない。 

(1) 市街地再開発事業完了実績報告書（第１０号様式） 

(2) 発注実績報告書（第１５号様式） 

(3) 入札（見積り）が行えないことに係る理由書（第１６号様式） 

２ 前項第２号に定める発注実績報告書については、対象経費のうち、１件の金額が１，



０００，０００円を超える支出となる案件について記載するものとし、第３条第２項第

１号の規定により市内中小企業者による入札、又は２者以上の市内中小企業者から見積

書を徴収した場合は、結果の分かる書類の写しを添付するものとする。 

３ 施行者は、市内中小企業者から見積書を徴収する場合は、市内中小企業者であること

の誓約書（第１７号様式）を提出させるものとする。ただし、川崎市の競争入札参加資

格者有資格者名簿に登載され地域区分が市内かつ企業規模が中小として搭載されてい

る者、又は施行者に対して直近の４月１日以降に記載内容（住所、商号又は名称、代表

者職氏名、資本金の額、職員総数）に変更がない誓約書を提出した者を除く。 

４ 本条第１項第３号に定める入札（見積り）が行えないことに係る理由書については、

第３条第２項第１号ただし書の規定により、市内中小企業者による入札又は２者以上の

市内中小企業者から見積を徴収し難い事由がある場合に提出するものとする。 

５ 施行者は、補助事業が翌年度にわたるときは、「市街地再開発事業年度終了実績報告

書」（第１１号様式）を、市長に提出しなければならない。 

 

（額の確定） 

第１６条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合、当該報告の内容を審査及び必要

に応じて行う調査などにより第９条の規定による補助金等の交付決定の内容及び、これ

に付した条件に適合すると認めたときは交付すべき補助金等の額（以下「交付決定額」

という。）を確定し、施行者に「市街地再開発事業補助金等の額の確定通知書」（第１

２号様式）により通知するものとする。 

 

（補助金等の返還） 

第１７条 市長は、補助金等の交付決定を受けた施行者が、次の各号の一に該当すると認

めたときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取消し、又は、既に交付した補助

金等の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

(1) 補助金等を補助事業以外の目的に使用したとき 

(2) 法及び建築関連法令等に違反して補助事業を行ったとき 

(3)  第３条第２項各号の規定に違反したとき 

(4) 第９条第２項の規定による条件に違反したとき 

(5) 不正な手段により補助金等の交付をうけたとき 

２ 前項の規定によらず、本要綱に基づく補助金等の交付のために、国又は県が市長に交

付した交付金等（以下「交付金等」という。）に関して、補助要領等、補助金等に係る

予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年８月２７日法律第１７９号）、県が定め

る政令市市街地再開発臨時補助金交付要綱等（以下「適正化法等」という。）の規定に

基づき、市長が国又は県から交付金等の返還を求められたとき又は返還すべき事由が生

じたときは、市長は、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取消し、又は、補助金等

の全部又は一部の返還を命じることができる。 

３ 市長は、前条の規定による交付確定額を越えて、既に補助金等が交付されているとき

は、当該交付確定額を越える部分に係る補助金等の返還を命ずるものとする。 

 

（経過措置） 

第１８条 本要綱改正以前に事業認可がなされ、事業中の地区については、第６条第１項

及び第２項による負担金の協議がなされたものとみなし、同条第３項により協定を締結

するものとする。 

 

 



（その他） 

第１９条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別

に定める。 

２ 補助金等の交付、決定等に関することは、この要綱に定めるもののほか、川崎市補助

金等の交付に関する規則（平成１３年３月２１日川崎市規則第７号）の定めるところに

よる。 

 

 

附 則 

この要綱は、昭和６１年９月１０日から施行する。 

 

附 則 

この改正要綱は、昭和６３年１２月１日から施行する。 

 

附 則 

この改正要綱は、平成８年５月１０日から施行する。 

 

附 則 

１ この改正要綱は、平成１８年８月４日から施行し、平成１８年度分の補助金等及び負

担金から適用する。 

２ この改正要綱の施行日以前に、法第６０条第２項の各号に掲げる公告があった事業で

負担金の交付を予定している事業については、改正後の川崎市市街地再開発事業補助金

等交付要綱第６条に規定する手続きが完了しているものとする。 

 

附 則 

この改正要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この改正要綱は、令和元年５月１日から施行する。 

 

附 則 

１ この改正要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

２ この改正要綱の施行日以前に、市街地再開発事業の認可がなされている事業中の地区

については、第３条第２項及び第５条第３項の規定は、なお従前の例による。 

 

   附 則 

 この改正要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この改正要綱は、令和６年３月１日から施行する。 

 


